
 

入 札 執 行 に 係 る 運 用 基 準 

平成７年４月３日施行 

平成12年 4月 1日 平成13年 8月 1日 平成13年10月29日 平成14年 8月15日  

平成15年 1月10日 平成16年 4月 1日 平成16年 7月 1日 平成16年12月 3日  

平成17年 2月28日 平成20年 1月 1日 平成21年 1月 1日 平成21年 3月 1日   

平成21年 4月 3日 平成21年 6月 1日 平成21年10月 1日 平成23年 4月 1日 

平成23年10月 1日 平成25年 8月 8日 平成26年 3月28日 平成27年 4月 1日 

平成28年 6月 1日 平成29年 6月 1日 令和 4年 1月 1日 令和 5年 4月 3日 

   令和６年11月１日 令和７年10月１日 

 

（趣旨） 

第１条 入札の執行にあたっては、別に定めのある場合を除くほか、この基準に定めるとこ

ろによる。 

 

（見積期間） 

第２条  競争入札に付する場合において、一般競争入札における設計図書の閲覧開始の日又

は指名競争入札における指名通知の日（以下「指名通知等の日」という。）から入札執行

の日までの期間（以下「見積期間」という。）は、指名通知等の日の翌日から起算して次

の各号に掲げる日数を確保するように定めるものとする。 

（１）工事及び製造の請負契約（以下「請負契約」という。） 

ア 予定金額が、５００万円未満    ３日ないし９日間 

イ 予定金額が、５００万円以上５，０００万円未満    １０日ないし１４日間 

ウ 予定金額が、５、０００万円以上    １５日間 

（２）土木建築に関する工事の設計、調査又は測量（公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和27年６月12日法律第184号）第２条第１項に規定する測量に限る。）の委託契

約（以下「設計等委託契約」という。） 

ア 予定金額が、５００万円未満    ３日以上 

イ 予定金額が、５００万円以上    ５日以上 

（３）物品等の購入契約 

原則として３日以上 

２ 見積期間の日数計算においては福岡市の休日を定める条例（平成２年条例第５２号）第

１条第１項各号に規定する日は含めないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこ

の限りでない。 

（１）議会の日程上、入札参加資格等審査委員会の開催日の制約があることから、当該入札

参加資格等審査委員会案件の入札参加資格案を作成するため、当該入札参加資格等審査

委員会開催前に当該入札参加資格等審査委員会案件関連の発注案件の入札を執行する必

要がある場合。 

（２）夏休み工事や年度末等の発注案件で、工期が限られていることから、早急に入札を執

行する必要がある場合。 

（３）簡易公募型指名競争入札を行う場合。 

（４）前各号のほか、水道事業管理者が必要があると認めるとき。 



 

 

（予定価格） 

第３条  予定価格は、福岡市水道局契約事務規程（以下「規程」という。）第１５条第２項

に定める事項のほか、当該入札案件と同種かつ同規模の案件の過去の契約状況を勘案し、

定めるものとする。 

 

（予定価格等の事前公表） 

第３条の２  請負契約又は設計等委託契約を競争入札に付するとき又は随意契約を行う場合

に２以上の者から見積もりを徴するときには、入札・契約手続のより一層の透明性を確保

し、公正な競争や適切な積算を促進するとともに、不正行為の防止を図るため、予定価格

を事前公表するものとする。 

２ 第８条第２項の規定により最低制限価格を設けた場合又は同条第３項の規定により調査基

準価格及び失格基準価格を設けた場合においても最低制限価格又は調査基準価格及び失格基

準価格を事前公表するものとする。 

 

（入札の執行） 

第４条  入札執行前に入札者が１者となったときは、当該入札は執行しないものとする。 

  ただし、一般競争入札の場合は、この限りでない。 

２  前項の場合においては、再度公告入札又は再度指名競争入札を行うものとする。 

 

（入札の立会い等） 

第５条  地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第１６７条の８第１項の規定により

立ち会う職員は、当該入札事務を行う係以外の係の者とする。 

２  施行令第１６７条の９の規定によりくじを引く職員は、当該入札事務を行う係以外の係

の者とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、電子入札の場合における立会い及びくじの取扱いについて

は、福岡市電子入札運用基準の定めるところによるものとする。 

 

（入札無効事由の例外） 

第５条の２ 規程第１２条第５号に規定する管理者が別に定める場合は、代理人によって入

札する場合の再度入札において、代表者（又は年間受任者）の記名押印がない場合とする。 

 

（工事費内訳書の提出） 

第５条の３ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１２条の規定に基づき、

工事の入札に際しては、入札参加者に入札額に係る工事費内訳書を提出させるものとする。 

２ 前項の規定により提出を求める工事費内訳書の記載内容等は、予定価格に応じて次のと

おりとする。 

（１）予定価格が３億円以上の場合 

ア 任意様式で可。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 



 

オ 細目の数量、単価、金額が記載された内訳明細書を提出すること。 

（２）予定価格が１，０００万円超３億円未満の場合 

ア 任意様式で可。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 

オ 内訳明細を集計した種別等の項目ごとの金額を明らかにすること（土木関係につい

ては、本工事内訳書で可。）。 

（３）予定価格が４００万円超１，０００万円以下の場合 

ア 任意様式で可（水道局総務部契約課（以下「契約課」という。）が指定する簡易様

式例の提出でも可とする。）。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 

オ 工事費内訳書は、最低限、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費及び

工事価格の金額を記載したものを提出すること。 

３ 前項第２号及び第３号の場合においても、必要に応じ、別途、細目が記載された内訳明

細書の提出を求めることがある。 

４ 工事費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生じるものではないものとする。 

５ 提出された工事費内訳書は、契約課で１年間保管するものとする。 

 

（技術提案書の提出） 

第６条 総合評価落札方式による工事については、入札に際し、入札参加者に案件に係る技

術提案書を提出させるものとする。 

 

（入札回数） 

第７条  予定価格の事前公表を行う入札（以下「事前公表の入札」という。）については、

入札回数は１回とする。 

２ 事前公表の入札において、予定価格を上回った価格をもって申込みした者の入札は、無

効とする。 

３ 事前公表の入札において、全員が無効の入札を行ったときは、当該入札は中止するもの

とする。 

４ 前項の規定に基づき入札を中止したときは、再度指名競争入札を行うものとする。一般

競争入札の場合は地方公営企業法施行令（以下「企業施行令」という。）第２１条の１３

第１項第８号の規定に基づく随意契約又は再度公告入札を行うものとする。 

５ 事前公表の入札以外の入札については、次の各号に定めるところによるものとする。 

（１）１回の入札で落札しないときは、原則として再度入札を行うものとする。 

（２）１回目の入札において落札者がないときは、最低入札者の入札価格を読み上げるもの

とし、再度の入札において、１回目の最低入札者の入札価格以上の価格をもって申込み

した者の入札は、無効とする。 

（３）再度入札において、１者を除き全員が入札を辞退したときは、当該入札は中止するも

のとする。ただし、一般競争入札の場合は、この限りでない。 



 

（４）再度入札しても落札者がないときは、原則として企業施行令第２１条の１３第１項第

８号の規定に基づく随意契約又は再度公告入札若しくは再度指名競争入札を行うものと

する。 

（５）前項の規定に基づき随意契約を行う場合は、当該入札に参加した者のうち、再度入札

において最低の価格をもって申込みした者から順に見積書を徴するものとし、当該入札

に参加した者と契約に至ることができないと認められるときは、その他の者から見積書

を徴することができるものとする。 

 

（落札者の決定） 

第８条  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。ただ

し、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。 

（１）最低制限価格を設ける場合 

 （２）総合評価落札方式による場合 

 （３）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用さ 

  れる契約（以下「特定調達契約」という。）の場合 

２ 請負契約又は設計等委託契約を競争入札に付する場合（総合評価落札方式による場合及

び特定調達契約の場合を除く。）は、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格の制限の

範囲内でかつ最低制限価格以上の申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みした

者を落札者とする。 

３ 総合評価落札方式による場合（特定調達契約の場合を除く。）は、あらかじめ調査基準価格及び

失格基準価格を設け、予定価格の制限の範囲内でかつ失格基準価格以上の価格をもって申込みをし

た者のうち、評価値が最も高い者（以下「落札候補者」という。）の入札価格が調査基準価格以上

である場合は、当該落札候補者を落札者とする。当該入札価格が調査基準価格を下回る場合におい

ては、第 9 条に掲げるところにより、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認

めるかどうかの調査（以下「低入札価格調査」という。）を行い、調査の結果、落札候補者の入札

価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該落札候補者を落札者とし、

当該入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、予定

価格の制限の範囲内でかつ失格基準価格以上の価格をもって申込みした他の者のうち、評価値が最

も高い者を落札候補者とし、同様の手続により落札者を決定する。 
４ 特定調達契約である請負契約を競争入札に付する場合は、あらかじめ調査基準価格を設け、予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者、又は総合評価落札方式による場合は予定

価格の制限の範囲内で申込みした者のうち評価値が最も高い者（以下「落札候補者」という。）の

入札価格が調査基準価格以上である場合は、当該落札候補者を落札者とし、当該入札価格が調査基

準価格を下回る場合においては、第９条に掲げるところにより低入札価格調査を行う。この場合に

おいて、調査の結果、落札候補者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認め

たときは、福岡市水道局契約事務取扱要綱第３条に規定する入札参加資格等審査委員会の審議を経

て、当該落札候補者を落札者とする。当該入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内で申込みした他の者のうち最低の価格を

もって申込みした者、又は総合評価落札方式による場合は予定価格の制限の範囲内で申込みした他

の者のうち評価値が最も高い者を落札候補者とし、同様の手続により落札者を決定する。 

 
 



 

（最低制限価格） 
第８条の２ 前条第２項に規定する最低制限価格は、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる価格と

する。 
（１）請負契約  当該請負契約に係る積算項目のうち、直接工事費の９７％、共通仮設費

の９０％、現場管理費の９０％及び一般管理費の６８％の総額（この場合において、千円

未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。）を１．１倍した額とする。た

だし、この額が当該請負契約に係る設計金額の７５％を下回る場合においては、設計金額

の７５％相当額（この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額

とする。）とし、また、当該設計金額の９２％を上回る場合においては、設計金額の９

２％相当額（この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とす

る。）とする。  
（２）設計等委託契約  当該設計等委託契約に係る設計金額のうち、次に掲げる区分により

算出した総額（この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額と

する。）を１．１倍した額とする。ただし、この額が当該設計等委託契約に係る設計金額の

６６％相当額を下回る場合は、税抜きの設計金額の６６％相当額（この場合において、千円

未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。）を１．１倍した額、当該設計金

額の８１％（イ 測量については当該設計金額の８２％、ウ 地質調査については当該設計

金額の８５％）を上回る場合は、税抜きの設計金額の８１％（イ 測量については当該設計

金額の８２％、ウ 地質調査については当該設計金額の８５％）相当額（この場合において、

千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。）を１．１倍した額とする。  
ア 設計  
 （土木設計）  

直接人件費＋直接経費＋その他原価の９０％＋一般管理費等の５０％  
 （建築・設備設計）  

直接人件費＋特別経費＋技術料等経費の６０％＋諸経費の６０％  
イ 測量  

直接測量費＋測量調査費＋諸経費の５０％  
ウ 地質調査  

直接調査費＋間接調査費の９０％＋解析等調査業務費の８０％＋諸経費の５０％  
 

（低入札価格調査） 

第９条  第８条第３項及び第４項に掲げる低入札価格調査を行う場合においては、次の各号

に定めるところによるものとする。 

（１）調査基準価格 

   当該請負契約に係る積算項目のうち、直接工事費の９７％、共通仮設費の９０％、現

場管理費の９０％及び一般管理費の６８％の総額（この場合において、千円未満の端数

が生じたときは、これを切り上げた額とする。）を１．１倍した額とする。ただし、こ

の額が当該請負契約に係る設計金額の７５％を下回る場合においては、設計金額の７

５％相当額（この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額と

する。）とし、当該設計金額の９２％を上回る場合においては、設計金額の９２％相当

額（この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。）

とする。 



 

（２）失格基準価格  
   前号で定める調査基準価格を１．１で除した額の９９％相当額（この場合において、千円未

満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。）を１．１倍した額とする。  
（３）調査の実施 

   低入札価格調査は、必要に応じ次の内容により行うものとし、詳細は別途定める。 

   ア 当該価格により入札した理由及び入札価格の内訳 

   イ 手持ち工事の状況 

   ウ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 

   エ 手持ち資材の状況 

   オ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

   カ 手持ち機械の状況 

   キ 労務者の具体的供給見通し 

   ク 建設副産物の搬出費用及び搬出先 

   ケ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

   コ 経営内容 

   サ 本市発注工事の成績状況 

   シ 経営状況 

   ス 信用状態 

   セ その他必要な事項 

 

（指名業者等への周知） 

第10条 本運用基準に定める事項について、 一般競争入札にあっては入札説明書に、指名

競争入札にあっては指名通知の際に配付する文書（別紙「指名競争入札 注意事項付記」）

に明示し、指名業者等に周知するものとする。 

     附  則 

  この基準は、平成７年４月３日から施行し、同日以後入札公告又は指名通知を行う案件に

ついて適用する。 

 

附  則 

  改正後のこの基準は、平成２３年１０月１日から施行し、同日以後に入札公告又は指名を 

行う契約に適用する。 

 ただし、改正後の第８条第４項ア（土木設計）の基準は、平成２３年１０月１日改正の設

計業務等標準積算基準による土木設計業務に適用し、改正前の設計業務等標準積算基準に

よる土木設計業務については、なお従前の例による。 

 

附  則 

  改正後のこの基準は、平成２５年８月８日から施行し、同日以後に入札公告又は指名を行

う契約に適用する。 

 

 附 則 

１ 改正後のこの基準は、平成２６年３月２８日から施行し、平成２６年４月１日以後に締結

される契約について適用し、同日前に締結される契約については、なお従前の例による。 



 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２５年１０月１日以降に締結された契約のうち、平成 

２６年４月１日以降に資産の譲渡が行われる契約については、改正後のこの基準を適用す

る。 

附 則 

 改正後のこの基準は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年４月１日以後に入札公

告又は指名を行う契約に適用する。 

 

  附 則 

 改正後のこの基準は、平成２８年６月１日から施行し、平成２８年６月１日以後に入札公

告又は指名を行う契約に適用する。 

 

  附 則 

 改正後のこの基準は、平成２９年６月１日から施行し、平成２９年６月１日以後に入札公

告又は指名を行う契約に適用する。 

 

附 則 

 改正後のこの基準は、令和４年１月１日から施行し、令和４年１月１日以後に入札公告又

は指名を行う契約に適用する。 

 

附 則 

 改正後のこの基準は、令和５年４月３日から施行し、令和５年４月３日以後に入札公告又

は指名を行う契約に適用する。 

 

附 則 

 改正後のこの基準は、令和６年11月１日から施行し、同日以後に入札公告又は指名を行う

契約に適用する。 

 

  附 則 

 改正後のこの基準は、令和７年10月1日から施行し、同日以後に入札公告又は指名を行う

契約に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

指名競争入札 注意事項付記（工事又は製造用） 

 

１ 入札回数は、１回とする。 

２ 予定価格（消費税相当額を含む。）は、指名通知書に記載している。 

   なお、入札において予定価格以下の価格で申込みできない者は、入札前に辞退すること

ができる。 

３ 予定価格を上回った価格をもって申込みした者の入札は、無効とする。 

なお、予定価格は消費税相当額を含んでおり、入札書記載金額との比較は予定価格の１

１０分の１００で行うことから、入札書への金額記載にあたっては注意すること。 

４ 最低制限価格は、入札説明書又は指名通知書に記載している。 

  最低制限価格を下回った価格をもって申込みした者の入札は、無効とする。 

なお、最低制限価格は消費税相当額を含んでおり、入札書記載金額との比較は最低制限

価格の１１０分の１００で行うことから、入札書への金額記載にあたっては注意すること。 

５ １者を除き全員が入札を辞退したとき、又は全員が無効の入札を行ったときは、本件入

札は中止する。 

６ 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、

最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

７ 工事の入札に際しては、入札時に工事費内訳書を提出すること。 

８ 工事費内訳書の記載内容等は、予定価格に応じて次のとおりとすること。 

（１）予定価格が３億円以上の工事の場合 

ア 任意様式で可。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 

オ 細目の数量、単価、金額が記載された内訳明細書を提出すること。 

（２）予定価格が１千万円超３億円未満の場合 

ア 任意様式で可。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 

オ 内訳明細を集計した種別等の項目ごとの金額を明らかにすること（土木関係につい

ては、本工事内訳書で可。）。 

（３）予定価格が４００万円超１千万円以下の場合 

ア 任意様式で可（簡易様式例の提出でも可とする。）。 

イ 内訳書総額（工事価格）と入札金額は同額となること。 

ウ 最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

エ 押印は要しないが、工事件名及び商号又は名称を先頭の文書に記載すること。 

オ 工事費内訳書は、最低限、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費及び

工事価格の金額を記載したものを提出すること。 

９ 前項第２号及び第３号の場合においても、必要に応じ、別途、細目が記載された内訳明

細書の提出を求めることがあるので、その場合は速やかに提出すること。 

10 工事費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生じるものではない。 

11 上記のほか、福岡市水道局契約事務規程第１２条各号の規定に該当する入札その他関係

法令に違反した者のした入札は無効とする。 



 

指名競争入札 注意事項付記（委託用） 

 

 

【予定価格の事前公表をする場合】（設計、測量、地質調査） 

 

１ 入札回数は、１回とする。 

２ 予定価格（消費税相当額を含む。）は、指名通知書に記載している。 

   なお、入札において予定価格以下の価格で申込みできない者は、入札前に辞退すること

ができる。 

３ 予定価格を上回った価格をもって申込みした者の入札は、無効とする。 

    なお、予定価格は消費税相当額を含んでおり、入札書記載金額との比較は予定価格の

１１０分の１００で行うことから、入札書への金額記載にあたっては注意すること。 

４ 最低制限価格は、指名通知書に記載している。 

  最低制限価格を下回った価格をもって申込みした者の入札は、無効とする。 

  なお、最低制限価格は消費税相当額を含んでおり、入札書記載金額との比較は最低制限

価格の１１０分の１００で行うことから、入札書への金額記載にあたっては注意すること。 

５ １者を除き全員が入札を辞退したとき、又は全員が無効の入札を行ったときは、本件入

札は中止する。 

６  予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、

最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。 

７ 上記のほか、福岡市水道局契約事務規程第１２条各号の規定に該当する入札その他関係

法令に違反した者のした入札は無効とする。 

 

 

 

 

【予定価格の事前公表をしない場合】（設計、測量、地質調査 以外） 

 

１  入札回数は、原則として２回までとする。 

２  １回目の入札において落札者がないときは、１回目の最低入札者の入札価格を読み上げ

るので、再度の入札において、１回目の最低入札者の入札価格以上の価格をもって申込み

した者の入札は、無効とする。 

３  再度入札において、１回目の最低入札者の入札価格未満の価格をもって入札することが

できない者は、本件入札を辞退することができる。 

４  再度入札において、１者を除き全員が入札を辞退したときは、本件入札は中止する。 

５  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。 

６ 上記のほか、福岡市水道局契約事務規程第１２条各号の規定に該当する入札その他関係

法令に違反した者のした入札は無効とする。 



 

指名競争入札 注意事項付記（物品用） 

 

 

１  入札回数は、原則として２回までとする。 

２  １回目の入札において落札者がないときは、１回目の最低入札者の入札価格を読み上げ

るので、再度の入札において、１回目の最低入札者の入札価格以上の価格をもって申込み

した者の入札は、無効とする。 

３  再度入札において、１回目の最低入札者の入札価格未満の価格をもって入札することが

できない者は、本件入札を辞退することができる。 

４  再度入札において、１者を除き全員が入札を辞退したときは、本件入札は中止する。 

５  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。 

６ 上記のほか、福岡市水道局契約事務規程第１２条各号の規定に該当する入札その他関係

法令に違反した者のした入札は無効とする。 

 



 

 

 

 

 

                               年    月    日  

 

入 札 辞 退 届 

                                                                       

福岡市水道事業管理者                                              

                                                                       

住    所  

 

                          商号又は名称 

 

                          代表者氏名                         印 

 

 

 

下記入札について指名を受けましたが、次の理由により入札を辞退します。     

 

 

記 

                                    

 １  件名 

 

 

  ２  入札日時       年    月    日    時    分                       

３ 入札場所  水道局契約課                                             

４ 入札辞退の理由（具体的に記入して下さい。）                           



 

                                                                 

                                      

                               年    月    日    

 

入 札 辞 退 届 

                                                                          

福岡市水道事業管理者                                             

                                                                          

住    所  

 

                          商号又は名称 

 

                          代表者氏名                      印 

 

 

 

下記入札については、再度入札において 回目の最低入札者の入札価格未満の価格を 

もって入札できませんので、入札を辞退します。                                 

 

 

記 

 

 １  件名 

 

 

  ２  入札日時       年    月    日    時    分 

 

 

 

 

 


